
 

第１号様式 

年  月  日 

 山梨県知事     殿 

 

住 所        

協議者 

氏 名      印  

 

世界遺産景観保全地区内における行為協議書 

 

山梨県自然環境保全条例に規定する世界遺産景観保全地区内において、次の行為を予定

しておりますので、協議します。 

 

１ 目的    

２ 行為地   

３ 工作物の種類 

４ 施行方法 

（１） 新・改・増築の別 

（２） 敷地面積                        ㎡ 

（３） 太陽電池モジュール面積                 ㎡ 

（４） 構造又は仕様概要 

５ 予定工事期間   平成  年  月  日～平成  年  月  日 

６ 添付図面 

（１） 位置図 

（２） 配置図 

（３） 完成予想図（色彩記入） 

７ 添付書類 

（１） 太陽電池モジュール仕様書 

（２） 現況写真及びフォトモンタージュ 

（３） 現況写真撮影状況説明書 

（４） フォトモンタージュ作成作業工程説明書 

（５） 保全対策等説明書 

 

 

  



 

第３号様式 

 

世界遺産景観保全地区自然環境保全協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と       （以下「乙」という。）は、世界遺産景

観保全地区（以下「保全地区」という。）において乙が行う太陽光発電設備等の新築（改築・

増築）事業（以下「事業」という。）に関し、当該世界遺産の歴史上、芸術上、民俗学上又

は人類学上の顕著な普遍的価値を保持するための自然環境を保全するために必要な事項に

ついて、山梨県自然環境保全条例（昭和４６年山梨県条例第３８号）（以下「条例」という。）

第２３条の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。 

 

（概要） 

第１条 乙が保全地区内において行う次の事業の実施にあたっては、この協定の定めると

ころにより行うものとする。 

（１） 事業地             ○○市○○町○○番地 

（２） 敷地面積                  平方メートル 

（３） 太陽電池モジュール面積   平方メートル 

 

（実施事業） 

第２条 乙は、太陽光発電設備等が重要な眺望及び囲繞景観に著しい支障を及ぼすことが

ないよう、別紙のとおり事業を実施するものとする。 

 

（維持管理等） 

第３条 乙は、重要な眺望及び囲繞景観を保全するために必要となる樹木等の適切な維持

管理その他の重要な眺望及び囲繞景観の保全のための取組に努めることとする。 

 

（跡地保全） 

第４条 乙は、太陽光発電事業を終了することに伴い太陽光発電設備等を撤去する場合は、

土砂の流出、出水等による災害を防止し、跡地を緑化する等して、自然環境の保全を適

切に図るものとする。 

 

（助言指導等） 

第５条 甲は、乙が行う自然環境の保全のための行為について、必要な助言指導等を行う

ものとする。 

 

（事業変更等） 

第６条 乙は、実施事業を変更しようとする場合は、あらかじめ甲に協議するものとする。

ただし、軽微な変更については、この限りではない。 

２ 乙は、事業の着工及び完了並びに工事の進捗状況について、甲に報告するものとする。 

 

（特別な事項の処理） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、そ



 

の都度、甲及び乙が協議して解決するものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自がそ

の１通を保有するものとする。 

 

平成  年  月  日 

 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

 

   山梨県 知事                印 

 

 

乙 （行為者住所） 

 

   （行為者氏名）               印 

  



 

別紙 

 

実施事業 

 

１ 目的    

 

２ 行為地   

 

３ 工作物の種類 

 

４ 施行方法 

（１） 新・改・増築の別 

（２） 敷地面積                        ㎡ 

（３） 太陽電池モジュール面積                 ㎡ 

（４） 構造又は仕様概要 

 

５ 予定工事期間   平成  年  月  日～平成  年  月  日 

 

６ 添付図面 

（１） 位置図 

（２） 配置図 

（３） 完成予想図（色彩記入） 

 

７ 添付書類 

（１） 太陽電池モジュール仕様書 

（２） 現況写真及びフォトモンタージュ 

（３） 現況写真撮影状況説明書 

（４） フォトモンタージュ作成作業工程説明書 

（５） 保全対策等説明書 

 

 

  



 

山梨県自然環境保全条例施行規則 

 

第５号様式 

(平6規則17・一部改正) 

 （建築物その他の工作物の新築、改築又は増築の場合） 

年  月  日 

  山梨県知事    殿 

住 所 

届出者 

氏 名          印 

（連絡電話番号    ） 

 

世界遺産景観保全地区内行為届出書 

   

山梨県自然環境保全条例第１４条の２第１項（第１５条第１項・第１６条第１項）の

規定により、世界遺産景観保全地区内において、次の行為をすることを届け出ます。 

目的   

行為地 
   市   町郡   

村 
大字   字   番地   地目 

建築物、工作物の種

類 
  

施行方法 

新・改・増築の別 新築 改築 増築 移転 

敷地面積 平方メートル 

太陽電池モジュール面積 平方メートル 

構造又は仕様概要   

予定工事期間     年  月  日から  年  月  日まで 

添付図面 附近位置図、配置図、完成予想図(色彩記入) 

備考   

 (注) 1 申請者住所氏名は法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の

氏名を記載すること。 

    2 「目的」欄には、当該建築物、工作物の設置の必要性を具体的に記載すること。 

    3 「備考」欄には、他の法令により、当該行為が行政庁の許可、認可その他の処分又

は届出を必要とするものであるときはその手続の進行状況を記載すること。 

 


